
佐賀大学芸術地域デザイン学部教務補佐員（臨時職員）募集 
 
 

 １．募集者    佐賀大学（佐賀市本庄町１） 
 
２．募集人員    教務補佐員（臨時職員） １名 

 
 ３．応募資格 
 ・学歴    ４年制大学の美術系学部卒業以上   
 ・必要な経験 

    造形的な作品を制作した経験があるもの、または地域のアートイベント等の 

    活動や展覧会の企画・運営をした経験があるもの 

 ・必要な免許・資格 

    学芸員資格を保有している方が望ましい 

      Illustratorや Photoshop等、グラフィックツールの基本的な操作ができる 
ことが望ましい。 

 
４．職務内容 
 芸術地域デザイン学部において、授業の補佐を行うとともに、書類作成、データ

 入力管理などの事務処理を行う。 

また、責任者の指示のもと授業に必要な物品購入における会計業務補助を行う。 
 

５．提出書類 
 ・履歴書（指定様式、３ヶ月以内に撮影した写真を貼付したもの） 
 ・職務経歴書 
 ・佐賀大学臨時職員等採用時前歴確認書（指定様式） 
 ・ハローワークの紹介状 
 まず以下の担当者に事前連絡をしてください。 
   ※履歴書及び前歴確認書は、本学ＨＰ教職員公募情報ページより取得してく

ださい。 
 
６．書類提出先 
 〒８４０－８５０２ 佐賀市本庄町１番地 
 佐賀大学芸術地域デザイン学部総務主担当（担当：野中） 
 電話 ０９５２－２８－８３５８ 
 
７．応募締切     令和６年２月１９日（月） 
 
８．選考期日  令和６年２月２６日（月）～３月６日（水） 
   
９．選考方法  書類審査、面接の結果による。 
 
10．雇用期間  期間の定めあり 

令和６年４月１日～令和６年８月３１日 
   季節雇用のため勤務状況及び経費等事業計画によって 

更新有。 
   ただし、継続雇用となった場合でも原則３年を限度とする。 
           試用期間なし。 
 
11．就業場所  佐賀大学本庄キャンパス（佐賀市本庄町１番地） 

芸術地域デザイン学部 
 
12．賃金  時給制（勤務実績に応じて翌月支給） 
   時給 １，１３６円～１，６６２円（教務補佐員の単価） 



          （経験年数により給与決定） 
         通勤手当支給（上限５５，０００円、本学規程による） 
 

 13．勤務時間  週４日、３０時間勤務 １０：００～１８：３０  

（休憩時間１２：００～１３：００） 

   原則月火木金 シフト制（土日祝日、12/29～1/3休み） 

    時間外勤務 原則なし。 
ただし、業務状況により発生する場合がある。 

 
14．保険等    雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金加入 
           ※健康保険については、国家公務員共済組合に加入 
 
15．備考       その他詳細は、国立大学法人佐賀大学臨時職員就業規則等 

による  
 
  16.受動喫煙対策   あり（敷地内禁煙） 


